
第４回 多言語対応協議会  
災害時における多言語情報の発信 

 

箱根町、長岡市の災害時における取組 

より丁寧でやさしい多言語情報発信の重要性 

「第４回 2020年オリンピック・パラリンピック大会

に向けた多言語対応協議会」（平成 27年 12月 22日）

では、自治体や企業、団体などから多言語情報発信の

事例が報告されたが、神奈川県からは「大湧谷の火山

活動に関する多言語による情報発信について」の事例

紹介があった。 

 

 平成 27 年４月下旬から神奈川県足柄下郡箱根町の

大湧谷周辺で火山活動の活発化が報告された。気象庁

は５月に「噴火警戒レベル２（火口周辺への立入禁

止）」、６月に「噴火警戒レベル３（火口域から 700m

程度以内への立入禁止）」を発令。神奈川県は日本政

府観光局（JNTO）など、旅行・観光関係団体に正確な

情報発信を依頼した。また県は、情報の一元化を図る

ために、県が独自に情報発信を行うのではなく、地元

の箱根町が行う情報発信を支援することに決めた。具

体的には、箱根町がホームページに掲載する大湧谷周辺の火山活動の告知情報や、交通規制看板

の文面の中国語（簡体字・繁体字）及び、韓国語への翻訳を同町支援の一環として実施。さらに、

10月になり噴火警戒レベルが引き下げられた際には、外国人観光客の誘致につなげていくため、

神奈川県のホームページにおける「箱根観光情報」の

英語表記も行われた。「箱根町は、国内だけでなく海

外からも多くの旅行者が訪れる。神奈川県では、今後

も箱根町と連携しながら、正確で丁寧が情報発信を強

化していく」と担当者からは今後の抱負が語られた。 

 

 長岡市国際交流センター「地球広場」のセンター長

羽賀友信氏から「災害時における外国人支援」につい

ての講演が行われた。ここで語られた課題は、外国人

被災者には「５つの壁」があるという点。「言葉の壁

（災害用語、行政用語がわからない）」「制度の壁（法

律、福祉、税等がわからない）」「経験の壁（災害経験

がない）」「文化の壁（ハラール、土葬等日本文化との

違い）」「心の壁（偏見や相談相手がいない）」があげ

られるが、まずは「言葉の壁」を壊すことで、外国人

箱根山の噴火警戒レベルを紹介したパンフレ

ット。 

 

箱根の風評被害の抑制を呼びかけるパンフレ

ット。 

別紙１ 

（開催報告２） 



を情報弱者にしないことが基本であること。あ

わせて文化を踏まえたコミュニケーションを

取ることで、外国人とのトラブルを避けられる

ことが紹介された。外国人支援のポイントにつ

いては、外国人でもわかりやすい「やさしい日

本語」を用い、外国人自らが災害時に行動がと

れるように、言葉ではなく絵で情報を伝える

「ピクトグラム」を用意して、情報を迅速に伝

えるため「SNS」で情報発信していくことの重

要性が語述べられた。 

 さらに、被災した外国人自身も支援の担い手となる可能性を検討することにも言及があり、い

ざというときによりスムーズな情報提供や安否確認、ニーズ把握を実現するためには、平時から

外国人と顔の見える関係作りを行うことが大切であることが語られた。 

 災害時こそ、単なる多言語による情報発信だけでなく、外国人が置かれている状況や文化・考

え方などを配慮した、より丁寧で、分かりやすい情報発信が求められる。 
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外国人被災者がかかえる「５つの壁」。 


